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本日ご意見をいただきたい事項

◼ 児童福祉法第34条の15第４項により、市長は乳児等通園支援事業者を認可しようとするときは、あ

らかじめ、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聞かなければならないとされていま

す。

◼ 認可手続きに関する意見聴取として、令和８年度４月開設分について、当会議にてご意見をいただ

きたいと考えております。

■ご意見いただきたい事項

・こども誰でも通園制度の利用定員について、ご意見をいただきたい。



１．こども誰でも通園制度
（乳児等通園支援事業）について

【事業の目的】

• 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境
を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様
な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を
強化することを目的としています。
（乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施要
綱（国））

【制度概要】

• 令和７年４月１日施行の改正児童福祉法に位置付けられ
た市町村による認可事業となります。

• 令和７年度は、子ども・子育て支援法に基づく「地域子
ども・子育て支援事業」として制度化され、令和８年度
からは子ども・子育て支援法に基づく新たな「給付」制
度として、全国の自治体での実施が必須となります。

※令和７年度第１回子どもプラン推進地域協議会資料の再掲



２．事業の概要
月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず、時間単位で柔軟に保育施設等を利
用することができます。
事業の概要は以下のとおりです。※令和７年度の概要。令和８年度の内容は、国が検討中。

項目 内容

対象となるこども 保育所、認定こども園、地域型保育事業等に通っていない０歳６か月から満３歳未満のこども
（認可外保育施設に通っている同年齢のこどもを含む。）
（企業主導型保育施設に通っている同年齢の子どもは対象外。）
※市による対象者の確認（認定）が必要。

利用時間 こども１人当たり月10時間上限

利用料 ・保護者負担300円／１時間
・食事代、おやつ代等の実費相当額（提供施設のみ）については、保護者同意の上別途
・それぞれ事業者に直接お支払いいただく。

利用方法 定期利用または柔軟利用

利用までの流れ ①市ポータルサイト（ロゴフォーム）にて、保護者が制度利用の申請
②市が利用認定した保護者へ、総合支援システムの利用アカウントを発行
③保護者が同システムにて事前面談の予約
④面談実施後、保護者は事業者と直接利用契約、以降同システムにて利用予約

実施対象施設 ・保育所、認定こども園、地域型保育事業所（小規模保育事業所、家庭的保育事業所等）、幼稚園、地域子育て支援
拠点、企業主導型保育施設、認可外保育施設、児童発達支援センター等において実施可能
 ※市による認可が必要
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（２）事業所の整備について（令和８年４月１日開設予定分）

◼ 令和８年度当初の認可開設については、まずは、本事業と同様のスキームで設計され、本
事業の体制準備事業である、東京都の「多様な他者との関わりの機会の創出事業」を既に
実施している市内施設等にてスタートしたいと考えております。

◼ 10施設から申請をいただき、現在、乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準を満たして
いること等を、書類及びヒアリングにて確認しています。

No.区分 施設名 対象年齢 住所 開始日

1 幼稚園 栄光乃園幼稚園 ２歳児クラス 境１－11－6 令和6年5月20日

2 幼稚園 すみれ幼稚園 ２歳児クラス 吉祥寺本町2-32-10 令和5年10月1日

3 幼稚園 武蔵野東第一幼稚園 ２歳児クラス 関前3-29-8 令和5年10月1日

4 幼稚園 武蔵野東第二幼稚園 ２歳児クラス 関前3-37-10 令和5年10月1日

5 幼稚園 みやま幼稚園 ２歳児クラス 緑町１－６－２２ 令和6年5月1日

6 認可保育所 ひまわり保育園 １歳２か月～２歳児クラス 境４－7-12 令和6年4月1日

7 小規模保育事業所 とことこ保育室みんなのとことこ 生後57日目～２歳児クラス 関前4-17-10　ユリイカ1階 令和5年10月1日

8 小規模保育事業所 すくすく泉 ０歳６か月～２歳児クラス 吉祥寺本町３-２７-１７ 令和6年4月1日

9 認証保育所 武蔵野プチ・クレイシュ 令和6年10月1日

10 その他 とことこおやこひろば 生後57日目～２歳児クラス 関前4-17-10　ユリイカ102 令和7年2月1日



〇現在、市で認可申請書類を確認中。認可基準を満たしていることを確認し、所定の手続きを経て、
こども誰でも通園制度を開始予定。

〇定員含め利用料等の詳細は、現在、認可申請書類を確認し、施設と協議を継続中

各施設の実施区分等（案）について

No. 区分 施設名 対象年齢 実施区分 実施方法 定員（人）

1幼稚園 栄光乃園幼稚園 満2歳児 一般型 柔軟利用 3

2幼稚園 すみれ幼稚園 満２歳児 一般型 定期利用 16

3幼稚園 武蔵野東第一幼稚園 満２歳児 一般型 定期利用 18

4幼稚園 武蔵野東第二幼稚園 満２歳児 一般型 定期利用 18

5幼稚園 みやま幼稚園 満２歳児 一般型 柔軟利用 7

6認可保育所 ひまわり保育園 ０歳６か月～満２歳児 一般型 柔軟利用 1

7小規模保育事業所 とことこ保育室みんなのとことこ ０歳６か月～満２歳児 一般型 定期利用 8

8小規模保育事業所 すくすく泉 ０歳６か月～満２歳児 一般型 定期利用 1

9認証保育所 武蔵野プチ・クレイシュ ０歳６か月～満２歳児 一般型 柔軟利用 2

10その他 とことこおやこひろば ０歳６か月～満２歳児 一般型 定期利用 8



〇令和７年12月19日に開催された「こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会（第3回）」
にて、国から公定価格（基本分単価）が以下のとおり示された。

〇また、こども誰でも通園制度は、基本分単価に加えて加算分単価が設定されている。

〇市内認可保育所等からも意見をいただいていた事前面談に係る費用として「初回対応加算」等、
新たな加算項目を国が設定予定。

公定価格（基本分単価）等について

（単価／１時間）

令和７年度 令和８年度

０歳児 1,300円 1,700円

１歳児 1,100円 1,400円

２歳児 900円 1,400円

出典 令和７年12月19日（金）こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会（第３回）資料４を参考にして作成
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/dcb34a5a-5333-4ae8-aa88-9e8887a0c13f/a6bf0aaa/20251219_councils_daredemotsuen-kentokai_dcb34a5a_04.pdf



令和８年２月 武蔵野市子どもプラン推進地域協議会にて意見聴取

２月中旬 武蔵野市認可保育施設整備等対策本部会議

２月下旬 令和８年４月開設に関する認可・確認通知（対象事業者）

令和８年３月 利用者からの認定申請受付・アカウント発行

令和８年４月 武蔵野市乳児等通園支援事業の開始

令和８年６月～８月 令和８年12月開設に関する公募申請・審査

８月 審査結果通知

令和８年12月 追加事業所の開設

（３）今後のスケジュール（案）

※スケジュールは、国による基準の検討スケジュール等の影響により、今後変更の可能性あり

※令和８年12月開設に関する意見聴取のタイミング等の詳細は、検討中



◼ 市内保育施設等にこれまで２回の意向調査を実施していますが、令和８年度当初の認可開設

予定最大10施設を含む23 施設等から“実施意向有り”との回答をいただいています。

◼ 供給量の調整及び事業者に公平に参入の機会を提供すること等の観点から、公募による追加

整備を行いたいと考えています。

◼ 先行する４月１日開設の各事業所の利用状況や、市民への本事業の周知浸透状況等を検証し、

地域の未就学児人口や保育需要、一時預かり等他の預かり事業も含めた空白地域への整備等

の観点も鑑み、適切な供給量にて12月１日の開設を目指したいと考えています。

◼ 令和８年12月開設に関する意見聴取のタイミング等の詳細は、検討の上、ご連絡します。

（４）事業所の整備について（令和８年12月１日開設予定分）
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参考
一時保育、多様な他者との関わりの機会の創出事業の実施状況
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